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インドでの輸入申告における非対面型審査制度の導入 
輸入申告審査及び税関事後調査の高度化・厳格化 

概要 

インド財務省 間接税・関税中央委員会（CBIC - Central Board of Indirect Taxes and Customs）は、輸入通関業務
にかかる時間の短縮、関税分類及び関税評価にかかる解釈の統一化等を目的として、2020年 12 月 31日までにインド国
内の全ての税関で、輸入申告に対する非対面型審査制度（Faceless Assessment）を導入する旨の官報を発行しまし
た。本制度は、2019年 8月に対象地域及び貨物を限定して試験的に導入されて以降、これまで段階的に対象範囲が拡
大されており、2020年 6月時点では、チェンナイ及びバンガロールで、ぞれぞれ 84類と 85類に分類される輸入貨物を対象と
して運用されています。 

非対面型審査制度（Faceless Assessment）とは 

非対面型審査制度は、インドでの通関業務の電子化を推進するプログラム「Turant Customs」の下で導入されました。この
制度によって、輸入申告書の作成、通関書類の署名及び提出、担当官との面談等、輸入通関に必要な一連の業務をオン
ラインで行えるようになります。また、輸入港毎ではなく、貨物の種類に応じて輸入申告の審査を行う担当官を割り振ることに
より、インド全土における関税分類及び関税評価にかかる解釈を統一することを目的としています。 

ビジネスに及ぼす影響 

非対面型審査制度の導入により、輸入通関時間の短縮が進むこと、また、関税分類及び関税評価に関する担当官の解釈
の統一化により、輸入通関にかかる不確定要素が軽減されることが期待されます。その反面、輸入申告の審査及び税関事
後調査の高度化・厳格化が進むことも予想されます。輸入申告を行う事業者は、非対面型審査制度の利用に向け、以下
の対策を講じる必要があります。 

 電子通関システムを利用するための IT環境の整備 
 オンラインでの輸入申告手続きにかかるノウハウの習得 
 輸入貨物に採番されている HS コードの見直し 
 輸入申告価格を決定する関税評価体制の見直し 
 非対面型審査制度の下での文書保管体制の確立 

デロイトトーマツ税理士法人が提供するサービス 

デロイトは、インド各地に関税専門家を擁しており、非対面型審査制度の導入に向けて、以下のサービスを提供しています。 

 電子通関システムの導入支援 
 非対面型審査の活用に向けたオペレーション再構築の支援 
 近年のインド税関の動向に関する研修会の実施 
 非対面型審査制度導入初期における電子申告の実務支援 
 輸入申告の審査及び税関事後調査における税関とのコミュニケーション支援 
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お問い合わせ 
 
  

福永 光子  
パートナー 
mitsuko.fukunaga@tohmatsu.co.jp 

 
 
 デロイト トーマツ税理士法人 

間接税サービス 

〒100-8362 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel ：03-6213-3800（代） 

email ：tax.cs@tohmatsu.co.jp  

会社概要： www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス ：www.deloitte.com/jp/tax-services 

間接税サービス： www.deloitte.com/jp/indirect-tax 
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